
（平成２２年６月２３日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 5 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 8 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 5 件

年金記録確認栃木地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

栃木国民年金 事案 718 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40 年１月から 41 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年１月から 41年３月まで 

    父が、地域の納付組合を通じ、家族の国民年金保険料をまとめて納付し

ていたので、私の申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る国民年金加入手続を行い、保険料を納付していたとするその

父親は、明治 39 年＊月生まれであることから国民年金の強制加入対象者では

ないものの、任意加入の５年年金に加入しているとともに、その母親は、国

民年金制度が発足した昭和 36 年４月から加入し、保険料を完納していること

から、国民年金制度及び保険料納付に対する意識が高かったことがうかがえ

る。 

また、申立人の国民年金加入手続は、20 歳到達後に遅滞なく行われたこと

が国民年金手帳記号番号払出簿から推認できるところ、その父が、加入手続

を行いながら、その大部分が申立人が 20 歳であった申立期間の保険料を納付

していなかったとは考え難い。 

また、申立人の国民年金保険料は、申立期間を除きすべて納付済みであり、

厚生年金保険との切替手続も適正に行われている。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 992 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成９年４月 25 日から同年５月１日までの厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められること

から、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を９年５月１日に訂正し、

同年４月の標準報酬月額を９万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年４月 25日から同年６月１日まで              

    平成８年 11 月にＡ社に入社以降、13 年５月末の退職まで、勤務形態も

変わらずに継続して勤務していたので、申立期間が厚生年金保険に未加入

とされているのは納得がいかない。申立期間について、厚生年金保険被保

険者期間として訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する給与支払明細書及び同僚の証言から、申立人は、申立期

間のうち平成９年４月 25 日から同年５月１日までについて、Ａ社に勤務し、

同年４月の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

また、申立期間のうち、平成９年４月の標準報酬月額については、給与支

払明細書により確認できる厚生年金保険料控除額から、９万 8,000 円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、当

該事業所は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は

無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無い



                      

  

ことから行ったとは認められない。 

一方、申立期間のうち、平成９年５月１日から同年６月１日までについて

は、申立人が所持する給与支払明細書から、Ａ社に勤務していたことは認め

られるが、同年５月の厚生年金保険料は控除されていないことが確認できる。 

このほか、申立人が、平成９年５月の厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが確認できる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断すると、申立人

が厚生年金保険被保険者として申立期間のうち平成９年５月１日から同年６

月１日までの厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

ることはできない。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 993 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間①のうち、平成２年８月１日から３年３月１日までの期間におけ

る標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められるこ

とから、申立期間の標準報酬月額を 32万円に訂正することが必要である。 

また、申立期間①のうち、昭和 63 年９月１日から同年 10 月１日まで及び

平成元年９月１日から同年 10 月１日までについて、その主張する標準報酬月

額（17 万円、28 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録

を、昭和 63年９月は 17万円、平成元年９月は 28万円に訂正することが必要

である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 63年６月１日から平成３年３月１日まで 

             ② 平成３年３月１日から同年４月１日まで 

    Ａ社に勤務していた申立期間のうち、平成２年８月からは標準報酬月額

が 32万円に決定されているのに、さかのぼって取り消されて、同年 10月

から 26万円と記録されている。また、３年３月末まで勤務していたはずな

のに、同年２月までしか記録が無い。さらに、入社時から退職時まで、給

与明細書で確認できる当時の標準報酬月額と大きく違う月がある。保存し

ている期間の給与明細書を提出するので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ オンライン記録によると、申立期間①のうち、平成２年８月から３年２

月までの期間について、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月

額は、当初、32 万円と記録されていたが、当該事業所が適用事業所でなく

なった４年 11 月４日以降の５年５月６日付けで、さかのぼって 26 万円に

減額訂正されていることが確認できる。 



                      

  

また、登記簿謄本から、申立人は同社の役員ではなかったことが確認で

き、申立期間に係る雇用保険の加入歴を有しているほか、申立人が当該事

業所を退職した約２年後に、さかのぼって訂正が行われていることから、

申立人が当該遡及
そきゅう

訂正処理に関与していたとは認められない。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、当該

遡及
そきゅう

訂正処理を行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録

訂正があったとは認められず、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、

事業主が当初届け出た平成２年８月から３年２月までは 32 万円に訂正す

ることが必要である。 

 

２ 申立人は、申立期間①の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び厚生年金保

険の保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚

生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の

範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認

定することとなる。 

 したがって、給与明細書で確認できる厚生年金保険料控除額及び報酬月

額から、申立人の標準報酬月額の記録を、昭和 63 年９月は 17 万円、平成

元年９月は 28万円に訂正することが必要である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

Ａ社は既に解散しており、当時の事業主とも連絡がとれない上、このほか

に確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断

せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの報酬月額に係る届出を行ったか否かについては、こ

れを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認めら

れない。 

 

３ 申立期間①のうち、昭和 63 年６月から同年８月までの期間、同年 10 月

から平成元年８月までの期間、及び同年 10 月から２年７月までの期間につ

いては、給与明細書で確認できる報酬月額、及び保険料控除額に見合う標

準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致又は超えていないこ

とが確認できることから、記録を訂正する必要は認められない。 

 

４ 申立期間②について、申立人は、当該事業所に平成３年３月末まで勤務

し、厚生年金保険料を控除されていたと主張しているが、雇用保険の離職

日の翌日と厚生年金保険被保険者資格喪失年月日が一致する上、元同僚か



                      

  

らも、申立人が当該期間において勤務していたことを確認できる証言は得

られなかった。 

  また、申立人の所持する平成３年２月分の給与明細書に「２/28 迄」の

記載があることから、申立人はＡ社を同年２月末日で退社したことが推認

できる。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが確認できる関連資料、周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間の厚生年金保険料

を事業主より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 



                      

  

栃木厚生年金 事案 994 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、

申立てに係る標準賞与額の記録を、平成 15 年７月 28 日、16 年７月 20 日及

び同年 12月 15日について 22万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を 

  納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年７月 28日 

② 平成 16年７月 20日 

③ 平成 16年 12月 15日 

    Ａ社から、申立期間①、②及び③に係る賞与を支給され、厚生年金保険

料が控除されていたにもかかわらず、年金記録に反映されていないことが

分かった。正しい記録に訂正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

    申立期間①、②及び③について、Ａ社が保管する賞与支払明細書により、

申立人が事業主から賞与の支給を受け、当該賞与から厚生年金保険料が控

除されていることが確認できる。 

    また、当該賞与支払明細書の厚生年金保険料控除額から、申立人の標準

賞与額の記録を、平成 15 年 7 月 28 日、16 年７月 20 日及び同年 12 月 15

日は 22万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、当該賞与に係る賞与支払届を社会保険事務所（当時）

に提出しておらず、保険料を納付していないことを認めていることから、

社会保険事務所は、申立人に係る当該期間の標準賞与額に基づく保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 995 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額

であったと認められることから、申立期間のうち、平成 11年 12月から 12年

４月までは 47万円に、同年５月から 13年１月までは 41万円に訂正すること

が必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11年 12月１日から 13年２月 16日まで 

   厚生年金保険の記録を確認したところ、Ａ社に勤務していた期間のうち

の申立期間の標準報酬月額が大幅に引き下げられていることが分かった。

給料明細書も一部持っているので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額

は、当初、11 年 12 月から 12 年４月までは 47 万円、同年５月から 13 年１月

までは 41 万円と記録されていたところ、12 年８月の定時決定の記録を同年

９月 29 日付で取消処理され、41 万円から９万 8,000 円に遡及
そきゅう

して訂正され、

申立人が当該事業所を退職した 13 年２月 16 日以降の同年３月５日付けで、

11 年 12 月から 12 年７月までの標準報酬月額を９万 8,000 円に遡及
そきゅう

して訂正

されている。 

また、年金事務所から提出された滞納処分票により、Ａ社は、平成 12 年９

月分及び 13 年２月分の厚生年金保険料を滞納していたことが確認できる上、

事業主は、「申立期間当時、社会保険料が払えなくなって、社会保険事務所

（当時）に相談に行き、標準報酬月額の減額訂正の届出を行った。」と供述

している。 

さらに、申立人は当該事業所の登記簿謄本により、申立期間当時役員では

なかったことが確認でき、申立期間に係る雇用保険の加入歴を有しているほ

か、事業主からも、「申立人はＢとして勤務しており、社会保険事務につい

ては関与していない。」との証言を得ていることから、申立人が当該遡及
そきゅう

訂



                      

  

正処理に関与していたとは認められない。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該遡及
そきゅう

訂正処

理を行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があった

とは認められず、申立人の平成 11 年 12 月から 13 年１月までの期間に係る標

準報酬月額は、事業主が当初届け出たとおり、11 年 12 月から 12 年４月まで

は 47 万円、同年５月から 13 年１月までは 41 万円に訂正することが必要であ

る。 

 

 



栃木国民年金 事案 719 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年８月から 57 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年８月から 57年３月まで 

    申立期間の国民年金保険料は、妻が私の分と一緒に納付していたので、

私の保険料のみが未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人に係る国民年金加入手続を行い、保険料を納付していたとするその

妻から聴取したところ、当時の記憶は曖昧
あいまい

であることから、申立期間におけ

る国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 58 年６月に払い出されてお

り、この時点では申立期間の大半は時効により納付できない期間であるとと

もに、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる周辺事情は

見当たらない。 

さらに、申立人は、「国民年金保険料は、夫婦一緒に納付していたので、

申立期間は妻が納付済みなのに自分が未納とされているのはおかしい。」と

主張しているが、オンライン記録によると、申立期間の直後である昭和 57

年度の国民年金保険料は、その妻が現年度納付しているのに対し、申立人は

複数回に分けて過年度納付していることから、申立期間当時、申立人及びそ

の妻の納付状況は必ずしも同一ではなかったと考えられる。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる関

連資料（家計簿、確定申告書等）、周辺事情は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。



栃木国民年金 事案 720 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38 年７月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

                            

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年７月から 51年３月まで 

    国民年金保険料は、当初は母が私の保険料と一緒に納税組合を通じて納

め、昭和 42 年 12 月に結婚してからは、元妻が納めていたので、申立期間

の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の手続に直接関与しておらず、申立人の保険料を納付

していたとするその母は既に他界している上、元妻の記憶も曖昧
あいまい

であること

から、申立期間における加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 53 年５月に元妻の手帳記号

番号と連番で払い出されており、この時点で申立期間は時効により納付でき

ない期間であるとともに、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立期間は 153 月（12 年９か月）に及んでおり、このような長期

間にわたり行政側が記録処理を誤ったとは考え難い上、ほかに申立期間の国

民年金保険料を納付していたことをうかがわせる関連資料（家計簿、確定申

告書等）も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



栃木国民年金 事案 721 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年１月から 50 年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年１月から 50年 10月まで 

    20 歳になった時、母親が国民年金の加入手続をし、保険料は納税組合を

通じ両親の分と一緒に納めてくれていたはずなので、申立期間が未加入と

され、納付記録が無いことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人に係る国民年金加入手続を行い、保険料を納付していたとするその

母親は高齢等のため証言が得られず、申立期間における加入状況及び保険料

の納付状況が不明である。 

 また、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 56 年９月に払い出されており、

この時点では、申立期間の保険料はすべて時効により納付できず、申立人は

現在まで市外に転居したことがないことから、別の手帳記号番号が払い出さ

れたとは考え難い。 

 さらに、申立人は、「20 歳に到達した昭和 43 年＊月ごろ、母が国民年金

の加入手続をしてくれた。」と主張しているが、オンライン記録によると、

当時、同居していたとするその兄も申立期間は未加入であり、申立人より後

の 57年６月に加入したことが確認できる。 

 加えて、申立期間の国民年金保険料を納付したことをうかがわせる関連資

料（家計簿、確定申告書等）も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 996 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年５月から 59年５月まで 

    私は、昭和 54 年５月から 59 年５月までＡ社に勤務したが、年金の記録

では厚生年金保険の加入期間となっていない。給与から厚生年金保険料が

控除されていたので、この期間を厚生年金保険被保険者として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の事業主、複数の元同僚及び社会保険業務を受託していた社会保険労

務士の証言から、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、事業主は、「申立期間当時の賃金台帳などの関係資料は残

在せず、当時の社会保険事務担当者も他界していて詳しいことは分からない

が、申立人については厚生年金保険に加入させていなかったはずだ。」と回

答し、同社の社会保険業務を受託していた社会保険労務士も、「申立人に係

る社会保険の加入依頼は受けていなかった。」と回答している。 

また、事業主が提出した申立期間における健康保険厚生年金保険被保険者

標準報酬決定通知書、及び当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者

原票に申立人の氏名は見当たらず、同原票の健康保険証の整理番号に欠番は

無い。 

さらに、オンライン記録によると、申立人は、申立期間当時、夫が勤務す

る事業所が加入している健康保険において夫の被扶養者となっていることが

確認できる。 

加えて、申立人の申立期間における雇用保険の加入記録は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

栃木厚生年金 事案 997 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年９月１日から 44年 12月１日まで 

    Ａ社に勤務し、いったん退職した後、「事務員がいないので戻ってほし

い。」と社長に頼まれ、昭和 43 年９月から復職したが、それから 15 か月

間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間について、勤務していたこ

とは間違いないので、被保険者として認めてもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人及び元同僚の証言から、勤務期間を特定することはできないものの、

申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、申立人と一緒に事務員として勤務していたとする元同僚は、同社

における厚生年金保険の加入記録が確認できず、別の元同僚も、約２年間に

わたり勤務していたとしているにもかかわらず、加入記録が確認できないこ

とから、Ａ社は、必ずしもすべての従業員を厚生年金保険に加入させていた

わけではなかったことがうかがわれる。 

また、当該事業所は、平成 11 年５月に厚生年金保険の適用事業所でなくな

っており、当時の事業主は既に死去している上、後に代表取締役となったそ

の妻は、当時の資料が残存していないため、厚生年金保険の取扱い等につい

ては不明としている。 

さらに、申立人の申立期間に係る雇用保険の加入記録は確認できない。 

このほか、申立期間について、申立人が厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる関連資料は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



                      

  

栃木厚生年金 事案 998 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年９月１日から 64年１月１日まで 

    申立期間については、Ａ事業所に非常勤職員及び常勤職員として勤務し

ていたが、その期間の厚生年金被保険者としての加入記録が無い。当時の

給料明細書等は無いが、申立期間について、厚生年金保険の被保険者とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業所の回答及び辞令の写しから、申立人が申立期間について、Ａ事業所

に勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、オンライン記録によると、当該事業所が厚生年金保険の適

用事業所となったのは昭和 64 年１月１日であり、同時に申立人も被保険者資

格を取得したことが確認できる。 

また、当該事業所及びＢ事業所は、「常勤職員は厚生年金保険に加入する

ことになっているが、厚生年金保険の適用事業所になったのは、年号が平成

になったころである。」としている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 999 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年４月から 38年９月まで 

    Ａ社Ｂ所に正社員として勤めていた期間が、厚生年金保険未加入期間に

なっている。その期間は厚生年金保険に加入していたことは間違いないの

で被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、「当社には申立人に関する在籍記録が存在していないため、申立

人は正社員ではなく、現場採用であった可能性があるが、現場採用者につい

ては、現場ごとに厚生年金保険に加入させるかどうかを判断していたと考え

られる。」と回答している上、オンライン記録において、申立人が勤務して

いたとするＡ社Ｂ所は、厚生年金保険の適用事業所としての記録が確認でき

ない。 

また、申立人は当時の複数の同僚について、姓しか覚えていないため、特

定することができず、申立人が氏名を挙げた当時の所長についても、既に他

界しており、当時の事情を聴取することができない。 

さらに、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に、申立人の氏名は見

当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

栃木厚生年金 事案 1000 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年６月 30日から６年 11月１日まで 

    年金の記録によると、私が事業主であったＡ社は、平成元年６月 30 日に

厚生年金保険から脱退しており、自分も同日付けで被保険者資格を喪失し

ていることになっている。当時は子どもも小さく、保険証を使う機会が多

かったので、脱退などするはずがない。申立期間について厚生年金保険の

被保険者として認めてもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、Ａ社は、平成元年６月 30 日に厚生年金保険の適

用事業所ではなくなっており、申立人も同日付けで被保険者資格を喪失して

いることが確認できる。 

また、当該事業所の閉鎖登記簿謄本から、申立人は、申立期間当時、代表

取締役であったことが確認できるところ、「経理及び社会保険事務の一切を

自らが行っていた。しかし、当時、厚生年金保険から脱退する手続を行った

記憶は無い。」と供述しているが、申立人に係る当該資格喪失処理は平成元

年７月 10 日に行われ、同日に健康保険被保険者証を返納していることが確認

できる。 

さらに、市役所の回答から、申立人が申立期間について国民健康保険に加

入していたことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料を給与から控除され

ていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 


